
○熊本県子ども輝き条例 

(平成 19年 10月 3日条例第 54号) 

熊本県子ども輝き条例をここに公布する。 

熊本県子ども輝き条例 

 子どもは地域の宝であり、郷土の自然、文化、歴史を継承し、次代の熊本、国、そ

して世界を担う私たちすべての未来である。 

 また、子どもは、命が始まり、生まれ、育つすべての過程において大切にされなけれ

ばならない存在であり、すべての子どもが健やかに育つことは、私たち県民みなの願い

である。 

 少子化の進行、家庭や地域の子育て力の低下など、子どもを取り巻く環境が大きく変

化している中、それぞれの家庭はもちろんのこと、子どもを取り巻く地域社会、事業

者、行政その他県民みなで子どもの育ちを支えていくことが必要である。 

 これまで、子どもを社会の一員として尊び、よりよい環境の中で育てていくための取

組が行われてきているが、今こそ、その取組を更に進めていくことが求められている。 

 こうした取組により熊本の子どもが日本で一番生き生きと輝くことは、熊本が輝くこ

とにほかならない。 

 ここに、すべての子どもがいつも生き生きと輝く熊本の実現を目指して、この条例を

制定する。 

(目的) 

第 1条 この条例は、すべての子どもが輝く熊本の実現に向けた取組に関し、基本理念を

明らかにするとともに、その基本となる事項を定めることを目的とする。 

(定義) 

第 2条 この条例で「子ども」とは、18歳未満の者をいう。 

(基本理念) 

第 3条 すべての子どもが輝く熊本の実現に向けた取組は、次に掲げる事項を基本理念と

して行うものとする。 

(1) すべての子どもは、生まれ育ってきた状況、性別、障害又は病気の有無等にかか

わらず、世界に一つのかけがえのない存在であること。 

(2) すべての子どもは、社会の一員としてその人権及び個性が尊重され、子どもにと

っての最善の利益が考慮されること。 

(3) すべての子どもは、自分は愛され、大切にされる存在であると感じ、安心して育

つことができること。 

(子どもの育ちの環境づくり) 

第 4条 県民は、前条に定める基本理念にのっとり、次に掲げる環境が確保されるよう、

それぞれの立場で努めていくものとする。 

(1) すべての子どもが、自ら進んで、よく学び、よく遊び、よく食べ、よく眠り、

様々な人とふれあい、又は様々な体験をすることができること。 
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(2) すべての子どもが、可能性及び柔軟性を有する存在として、一人一人の発達段階

に応じて適切な指導を受けながら、自ら伸びていく力が引き出されること。 

(3) すべての子どもが、いじめ、虐待、犯罪、事故その他その成長を阻害することか

ら守られること。 

(4) すべての子どもが、孤立感を持つことなく、家庭、学校又は地域におけるきずな

の中で、喜び、悲しみ及び感動を共有し、育っていけること。 

(子どもに教え伝えていくこと) 

第 5条 県民は、すべての子どもが自ら学び、心豊かに育つために、次に掲げる事項を、

自らが手本となり、それぞれの立場で教え、伝えていくものとする。 

(1) 自分の命及び他人の命を大切にするとともに、他人を思いやり、感謝すること。 

(2) 社会の規律を守り、家庭及び地域の一員としての役割を積極的に果たすこと。 

(3) 自分の住む地域、国及び世界のことを知り、郷土、自然、文化及び伝統を大切に

すること。 

(4) 未来への夢を持ち、働くことの尊さを知り、様々な困難を自ら乗り越え、自立し

ていくこと。 

(それぞれの役割) 

第 6条 子どもの保護者は、子育ての第一義的役割を担うものとして、子どもに愛情をも

って接し、大切に育てていくとともに、自らが成長していくよう努めるものとする。 

2 子どもの教育、保育等を行う者は、子どもの育ちについての専門性を高めていくとと

もに、互いに協力し、子どもの育ちを支援していくよう努めるものとする。 

3 県民及び事業者は、子どもを地域及び社会全体で育てていくという認識の下、子ども

の育ちを支えていくよう努めるものとする。 

(県の取組) 

第 7条 県は、すべての子どもが輝く熊本の実現に向けて、子どもの育ちの環境づくり、

教育環境の整備その他子どもに係る施策を、計画的かつ総合的に推進していくものと

する。 

2 県は、この条例に掲げる基本理念について、子どもを含めた県民の理解が深まり、こ

の条例に規定する取組について、県民がそれぞれの立場で進めていけるよう、広報及

び啓発並びに必要な支援に努めていくものとする。 

(肥後っ子の日) 

第 8条 県は、県民一人一人が、すべての子どもが輝く熊本の実現に向けて関心と理解を

深めるとともに、その実現に向けてそれぞれの家庭、学校、職場、事業所等において

特に取組を行う日として、肥後っ子の日を設ける。 

2 肥後っ子の日は、毎月 15日とする。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 



※その他熊本県における子ども関連条例として「くまもと家庭教育支援条例」がある。 

https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/119676.pdf 


